
工 事 名

工 事 場 所 鳥羽市 安楽島町 地内

工 事 種 別

当 初 契 約 年 月 日

変 更 契 約 年 月 日

当 初 工 事 期 間  令和７年１１月６日 ～  令和８年３月１６日

変 更 後 工 事 期 間

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

普通河川沙魚川河川改修工事

土木工事

変 更 工 事 概 要

２７,７５３,０００円(税込み)

 令和７年１１月６日

 令和８年３月６日

様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

三重県鳥羽市大明西町11番１号

株式会社ヨシモクスペースデザイン

代表取締役　中村　照子

施工延長
築堤・護岸
　河川土工
　法覆護岸工
　擁壁工
　付帯道路施設工
　付帯工
　構造物取壊し工
　仮設工

L=55.8m
N=1式
N=1式
N=130m2
N=1式
N=1式
N=1式
N=1式
N=1式

９０９,７００円(税込み)

２８,６６２,７００円(税込み)

当初工事期間どおり

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとす
る。

現場立会いの結果、№6+6.4付近のブロック積みのすり付け部について、護
岸の浸食が懸念されることから、小口止め工を変更増とする。また、これ
に伴い工事予算の増額となったため、工事費の調整により施工延長を変更
減とする。

掘削土量について当初設計では河床に堆積している土砂を計上していな
かったため、土量の変更増とする。

交通誘導員について当初設計では概算人数として計上のため、施工に係る
配置人数を変更増とする。

水替工について実施計画書に基づきポンプ設置に係る日数を変更増とす
る。

集水桝について排水の流れを考慮し、U型側溝へ変更することで滞留の防止
が可能となるため、設置を変更減とするものとする。

尚、その他諸数量の移動については上記理由によるものである。


